
日
立
労
組
は
、
雇
用

・
働
き
方
専
門
委
員
会
の
結
論

と
し
て
、
２
０
１
７
年
の
目
標
と
し
て
、
残
業
の
単
月

80
時
間
超
過
者
ゼ
ロ
化
、
原
則
深
夜
労
働
ゼ
ロ
化
が
掲

げ
ら
れ
ま
し
た
。
残
業
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
労
働
協

約
改
定
の
上
、
２
０
１
７
年
10
月
１
日
か
ら
適
用
す
る

と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
厚
労
省
の

「
過
労
死
等
ゼ

ロ
」
緊
急
対
策
に
よ
り
、
出
さ
れ
た
是
正
指
導
段
階
で

の
企
業
名
公
表
制
度
の
基
準
に
合
致
し
て
い
る
内
容
と

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
残
業
時
間
は
、
過
労
死
の

可
能
性
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
労
働
時
間
規
制
で
す
。

厚
労
省
は
、
脳

・
心
疾
患
の
認
定
基
準
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
ま
す
。

・
お
お
む
ね
、
45
時
間
を
越
え
る
時
間
外
労
働
時
間

が
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
脳

・
心
疾
患
と
業
務

と
の
関
連
性
が
高
ま
る

・
発
症
前
１
ヶ
月
間
に
お
お
む
ね
１
０
０
時
間
又
は

発
症
前
２
ヶ
月
間
か
ら
６
ヶ
月
に
わ
た

っ
て
、

１
ヶ
月
あ
た
り
お
お
む
ね
80
時
間
を
超
え
る
時

間
外
労
働
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
業
務
と
発
症

の
関
連
性
が
強
い
と
評
価
で
き
る

し
た
が

っ
て
、
80
時
間
と
い
う
残
業
時
間
の
上
限
で

は
、
過
労
死
は
防
止
で
き
ま
せ
ん
。

残
業
時
間
の
上
限
が
守
ら
れ
て
い
る
か
否
か
を
把
握

す
る
た
め
に
は
、
残
業
時
間
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と

も
重
要
で
す
。
厚
労
省
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
て
、
適

切
に
労
働
時
間
を
把
握
す
る
た
め
に
、
①
労
働
時
間
の

タ
イ
ム
カ
ー
ド
、
パ
ソ
コ
ン
の
オ
ン
オ
フ
の
記
録
、
も

し
く
は
、
使
用
者
の
現
認
に
よ
る
記
録
を
正
確
に
と
る

よ
う
求
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
原
則
と
し
て
認
め
ら

れ
な
い
、
自
己
申
告
に
よ
る
記
録
な
ど
が
横
行
し
て
い

ま
す
。

協
定
残
業
時
間
、
実
残
業
時
間
、
残
業
登
録
に
つ
い

て
、
左
記
の
よ
う
な
実
態
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
協
定
書
の
残
業
時
間

…
上
限
１
０
０
時
間
の
職
場
が
あ
る
。

・
実
残
業
時
間

…
２
０
０
時
間
超
え
で
う
つ
病
に
な

っ
た
人
が
い
る
。

・
残
業
の
登
録

…
15
分
毎
の
職
場
が
多
い
。

中
に
は
30
分
毎
の
職
場
も
あ
り
。

厚
労
省
の
通
達
よ
り
、
45
時
間
の
残
業
時
間
を
超
え

る
と
、
労
働
時
間
が
長
い
ほ
ど
、
脳

・
心
疾
患
と
業
務

と
の
関
連
が
高
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
１
に
心
疾
患

リ
ス
ク
と
労
働
時
間
、
睡
眠
時
間
の
関
係
を
示
し
ま
す
。

週
労
働
時
間
が
多
く
な
り
、
睡
眠
時
間
が
短
く
な
る
と

心
疾
患
の
リ
ス
ク
が
大
き
く
な
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、
同
様
に
、
脳
疾
患
の
リ
ス
ク
も
、
高
く
な
り
ま

す
。
こ
の
結
果
よ
り
、
80
時
間
の
残
業
時
間
規
制
の
み

で
は
、
心
疾
患
及
び
脳
疾
患
は
起
こ
り
続
け
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
不
充
分
な
規
制
で
は
な
く
、
45
時
間
を

労
働
協
約
上
の
残
業
時
間
の
制
限
と
し
、
そ
れ
以
上
の

残
業
時
間
延
長
の
特
例
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
り
、
快

適
な
職
場
環
境
を
作

っ
て
い
く
こ
と
が
、
労
働
組
合
に

は
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

労
働
時
間
は
、
本
来
１
分
単
位
で

管
理
す
べ
き
も
の
で
す
。
し
か
し
、

未
だ
に
15
分
単
位
も
し
く
は
30
分
単

位
で
の
勤
休
の
登
録
を
行

っ
て
い
る

職
場
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
10
分
、
20
分

の
残
業
が
サ
ー
ビ
ス

残
業
に
な
っ
て
い
ま

す
。ま

た
技
術
発
表
会

の
準
備
を
サ
ー
ビ
ス

残
業
で
し
て
い
た
り
、

社
内
の
緊
急
ト
ラ

ブ
ル
対
応
が

サ
ー

ビ
ス
残
業
に
な

っ

た
り
な
ど

の
例
も

あ
る
た
め
、
改
善

が
図
ら
れ
て
い
な

い
職
場
に
つ
い
て

は
、
改
善
を
図

っ

て
い
く
べ
き
で
す
。
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働きがいのある人間らしい仕事を

残業４５時間超えは認められない！
本
当
に
い
い
の
？

単
月
80
時
間
超
過
規
制
で

80
時
間
残
業
は
過
労
死
を

引
き
起
こ
す
可
能
性
あ
り

職
場
の
実
態
は
？

残
業
時
間
を
適
切
に

把
握
す
る
こ
と
も
重
要

要
求
２

：
適
正
な

労
働
時
間
管
理
の
実
現
を

要
求
１

：
特
例
抜
き
の

残
業
時
間
上
限
45
時
間
を

図１.労働時間／勤務日の睡眠時間の組み合わせと
急性心筋梗塞のリスク

「長時間労働と健康問題
―研究の到達点と今後の課題」岩崎健二

日本労働研究雑誌 No. 575/June 2008より引用

心
疾
患
リ
ス
ク



６月21日（水）に、日立製作所の株主総会が行

われ、日立懇は、株主総会への出席と、会場の東京

ドームシティホールの前で宣伝行動に取り組みまし

た。

宣伝行動には、日立懇、

東京電機懇、電機・情報

ユニオンから11人が参加

しました。株主総会の始

まる１時間前から各団体

のノボリと神奈川日立リ

ストラ対策会議の横断幕

を掲げ、株主総会に参加

する株主に対して日立懇全社ビラ６・７月号を配布

しました。

株主総会は、10時から11時30分で行われ、来

場株主数は１０４２名、質問株主数は11名でした。

時間に余裕があり、多くの株主が挙手し、質問を求

めているにも関わらず議長が質問終了を提案し、質

問を打ち切りました。また、株主有志による事前質

問状を日立本社に届けてありましたが、この質問状

への回答は全くありませんでした。

質問状に「回答する」を撤回、

トンデモな対応
この質問状は、事前に直接日立本社に出向いて担

当に手渡し、株主総会で回答を求めたものです。本

社の担当者は、「株主総会の場で全ての質問に回答

することは時間の関係で難しいが、必ず文書で回答

します」と述べていました。後日、日立本社法務本

部に電話で回答を問い合わせました。するとトンデ

モな返事が返ってきました。

「回答をする」返事をした法務本部の主任は、株

主総会担当でなく、回答するという返事は間違いで

ある。質問状には回答しません。日立ＨＰで開示し

ている情報を見て下さい。株主総会で質問があった

項目はその場で回答するが、こうした質問には一切

回答しないという返事です。その対応は、事前に会っ

た主任が不在で、女性課員に対応させました。ダイ

バーシティとか女性の活躍といって宣伝をしていま

すが、困った問題は、女性に押し付け対応させると

いう古い日立の企業体質が垣間見えました。

事前の株主からの質問状に答えないという対応は、

他の電機企業や大企業の株主総会での対応と比べて

も異常なものです。通常は、質問を受ける前に事前

の質問に回答を行ってから、会場の質問が開始され

ます。

今後も取り組みます
株主総会の質問状は、日立のリストラなどの経営

姿勢や人権問題、日立の働き方改革など日立関連職

場で働く人たちにとって重要な問題を取り上げまし

た。日立グループの経営者や株主の皆さんにも職場

の問題を認識していただく良い機会と考えて今後も

取り組んでいきます。

夜
遅
く
帰
る
と
、
列
車
の
本
数
が
少
な
く

て
待
ち
時
間
が
長
く
て
困
る
。

以
前
は
、
休
日
出
勤
す
る
と
、
無
理
や
り

代
休
を
取
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
制
度
の
改
善

で
そ
れ
が
改
善
さ
れ
た
。
よ

か

っ
た
。
よ
か

っ
た
。

予
定
に
な
い
業
務
が
あ
る

際
に
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
に
な
っ

て
し
ま
う
の
は
何
で
。
や
め

て
！
。

電
通
の
若
手
社
員
の
過
労
自
殺
の
後
、
職

場
で
の
様
々
な
残
業
時
間
制
限
が
行
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、
サ
ー
ビ
ス

残
業
も
行
わ
れ
て
お
り
、
心
が
痛
む
。

７
月
に
７
名
が
孫
会
社
へ
出
向
、
60
歳
以

上
の
再
雇
用
組
も
数
名
辞
め
た
。
平
社
員
は

ボ
ー
ナ
ス

一
律
１
％
減
。
親
会
社
ス
マ
ト
ラ

＝
委
託
費
カ

ッ
ト

（
数
億
円
）
の
し
わ
寄
せ

が
、
弱
者
を
狙
う
。

協
力
会
社
が
、
重
大
事
故

を
起
こ
し
て
し
ま
い
、
緊
急

事
故
宣
言
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

受
入
れ
体
制
が
デ
タ
ラ
メ
で

そ
う
な

っ
た
。
今
後
無
い
様

に
注
意
し
て
い
く
必
要
あ
る
。

会
社
の
仕
事
が
干
上
が

っ
て
い
る
。
憂
鬱

な
雰
囲
気
が
広
が

っ
て
い
る
。
何
と
か
打
開

し
た
い
。

ス
マ
ト
ラ
の
影
響
で
、
在
庫
を
減
ら
す
分
、

発
注
単
位
が
細
か
く
な
り
、
資
材
、
調
達
部

門
は
大
変
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
手
の
ひ
ら
に

乗
る
部
品
で
。
何
で
も
や
り
す
ぎ
は
、
無
駄

を
生
む
。

ス
マ
ト
ラ
の
よ
う
に
上
か
ら
の
改
革
ば
か

り
で
は
な
く
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

の
改
革
も
必

要
で
は
な
い
か
。

残
業
時
間
を
減
ら
す
た
めj

に
、
作
業
量
の

調
整
を
し
て
ほ
し
い
。

試
験
設
備
の
都
合
上
、
残
業
時
間
帯
を
待
っ

て
か
ら
で
な
い
と
試
験
が
出
来
な
い
と
い
う

状
況
は
問
題
。
ど
う
に
か
し
て
ほ
し
い
。

正
規
で
も
非
正
規
で
も
、
派
遣
で
も
請
負

で
も
、
従
業
員
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
。
待

遇
、
処
遇
も
含
め
。

退
職
強
要
が
あ
り
、
神

奈
川
労
働
局
の
是
正
指
導

が
あ

っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

会
社
は
、
退
職
強
要
だ
と

認
め
て
い
な
い
。
正
直
に

事
実
を
認
め
て
ほ
し
い
。

人間も製造機械？
自分の職場では、年間を通して、製造機械の稼働に合わせて勤務体制が決まり

ます。機械主体のスケジュールのため、最近では「人間も製造機械の一部なので

は ?」と思えるようになってきました。毎日、同じ時間に起きて職場に向かい、同じ時間に仕

事をはじめ、同じ時間に帰って同じ時間に寝る。そんな、完全に生活がパターン化されている

生活を何年も続けていると、日々の時間の経過に鈍感になっていきます。過去の出来事を思い返して

みても、それが起こったのは一か月前なのか、それとも一年前なのか、判然としないこともしばしば

です。

日立製作所の株主総会

質 問 状 に 回 答 せ ず

投
稿
歓
迎


